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かながわボランタリー活動推進基金２１とは？
　かながわボランタリー活動推進基金21は、地域社会がますます多様化し、ボランタリー活動が果た
す役割が次第に大きくなっている状況の中で、ボランタリー活動の自主性、主体性を尊重しながら、県
とボランタリー団体等が協力し、協働して事業を進めていくことや、その活動を促進するための支援を
目的として、2001年（平成13年）度に神奈川県が設置した基金です。
　基金の運用益により、次の４つの事業を行っています。

　地域社会にとって必要な公益的な事業で、ボランタリー団体等と県とが対等な立場でパートナーシップ
を組んで行うことで一層の効果が期待できると考えられる事業の推進を目的としています。
　ボランタリー団体等と県が、事業実施に当たっての基本的なスタンス、役割分担を明らかにした協定書を
締結した上で、両者が協働して行う公益を目的とする事業に対して、基金からその事業に要する経費を負
担します。（1,000万円を上限　最長５年間（年度ごとの審査あり））

■協働事業負担金

　地域社会の抱える課題の解決に自発的に取り組む事業や、社会システムの改革を目指してチャレンジす
る事業などで、ボランタリー団体等が立ち上げたり、新たに展開する事業を対象とし、基金からその事業に
要する経費を補助します。（事業に要する経費の２分の１に相当する金額で、200万円を上限、最長３年間
（年度ごとの審査あり））

■ボランタリー活動補助金

　他のモデルとなるような実践的な活動で、地域社会への貢献度が高く、今後さらに継続発展が期待でき
る活動に自主的に取り組んでいるボランタリー団体及び個人を表彰します。
　表彰状及び副賞として賞金（団体100万円、個人50万円、いずれも上限）を贈ります。

■ボランタリー活動奨励賞

かながわのボランタリー活動を推進するための寄附を募っています。
詳しくはwebで。　　　　　　　　で検索。（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7763/p491931.html）
寄附に関するお問い合わせ：神奈川県ＮＰＯ協働推進課　電話 （045）210－3703

　ボランタリー団体が自立的かつ安定的に活動できるよう、県が、中間支援組織等にその支援を委託して
実施する事業です。
　事業を企画提案し、実施する受託者と、支援対象となる団体の募集をします。

■ボランタリー団体成長支援事業（平成２５年度から実施）

詳しくはwebで。
　　　　　　　　　　　　で検索。　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5258/

基金２１　寄附
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番号 団　体　名　等 所在地
副賞金額
（単位：千

円）

対象
年度

21 ジョブコーチプラス１ 横浜市青葉区 800

22 多文化まちづくり工房 横浜市泉区 800

23 劇団湘南山猫 藤沢市 800

24 ほっと茅ヶ崎準備室 茅ヶ崎市 800

25 よみきかせボランティアグループ　おはなしばる～ん 伊勢原市 800

26 特定非営利活動法人　さなぎ達 横浜市中区 800

27 特定非営利活動法人　湘南ふくしネットワークオンブズマン 藤沢市 800

28 きこり会 相模原市 800

29 特定非営利活動法人　AIDSネットワーク横浜 横浜市中区 800

30 パレスチナのハート アートプロジェクト 相模原市 800

31 特定非営利活動法人　神奈川子ども未来ファンド 横浜市中区 800

32 特定非営利活動法人　子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク 伊勢原市 800

33 カラカサン－移住女性のためのエンパワメントセンター 川崎市幸区 800

34 特定非営利活動法人　よこはまチャイルドライン
横浜市保土ヶ
谷区 800

35 精神保健ボランティアグループ   ひびき 相模原市 800

36 宇宙船（不登校から学ぶ会） 横浜市栄区 800

37 特定非営利活動法人　平塚・暮らしと耐震協議会 平塚市 800

38 ステップ国際理解 横浜市戸塚区 800

39 エコサーファー 藤沢市 800

40 知的障害者スポーツクラブ　アスリートクラブ藤沢 藤沢市 800

41 ヒロコ・ムトー（本名　相澤　紘子） 横浜市港北区 400

42 なでしこ防災ネット 秦野市 800

43 こどもの本のみせ　ともだち 横浜市港北区 800

44 特定非営利活動法人　峠工房 横浜市泉区 800

45 GLOBE PROJECT 横浜市南区 800

46 藤沢ウイングバスケットボールクラブ 横浜市旭区 800

47 朋ボランティアグループ 鎌倉市 800

48 「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク 相模原市南区 800

49 日吉台地下壕保存の会 横浜市港北区 800

50 紙芝居文化推進協議会 横浜市中区 800

51 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス 藤沢市 800

52 ユニバーサル絵本ライブラリー　ＵｎｉＬｅａｆ 三浦郡葉山町 800

53 ヨコハマらいぶシネマ 横浜市港北区 800

54 ＣＲＩ－Children’s Resources International
（チルドレンズ・リソース・インターナショナル）

平塚市 800

55 まちづくり工房「しお風」 中郡二宮町 800

56 特定非営利活動法人　寿クリーンセンター 横浜市中区 800

57 特定非営利活動法人　いこいの家　夢みん 横浜市戸塚区 800

58 特定非営利活動法人　イランの障害者を支援するミントの会 秦野市 800

59 瀬谷区知的障害理解啓発グループ　ant mama 横浜市瀬谷区 800

60 神 幸雄 川崎市高津区 400

61 ＡＬサインプロジェクト 藤沢市 800

62 杉田　勇
横浜市神奈川
区 400

63 全国障害学生支援センター
相模原市中央
区 800

64 鎌倉子育てガイド 鎌倉市 800

65 愛川国際交流クラブ 愛川町 800

主　な　活　動　内　容

３）ボランタリー活動奨励賞　（続き）

知的障害児・者援護就労活動

H17

日本語学習支援・多分化共生の促進活動

童話や民話、民族楽器演奏を取り入れた音楽劇など、オ
リジナル劇公演活動

消費者と商店会の連携によるまちづくり活性活動

読み聞かせによる子どもの健全育成活動

寿地区ホームレスへの支援活動、まちづくり活動

H18

地域ネットワーク型福祉オンブズマン活動

知的障害者共生促進活動

エイズに対する予防啓発活動

アートによるパレスチナ難民支援活動

子ども・若者の育ちを支えるための寄付プログラムの開発実施
や県内ＮＰＯへの資金助成

Ｈ19

電話相談を中心とした児童虐待防止活動

DV被害などの問題を抱える外国籍女性とその子ども達へ
の自立支援活動
子ども達の声を電話を通して受け止めるチャイルドライ
ン活動
精神障害者への居場所の提供を中心とした当事者間及び市民と
の「仲間づくり」活動

不登校や引きこもりの子ども達とその親に対する支援活
動

H20

地域と連携した耐震補強の推進と地域力向上活動

国際理解、国際交流のための小中学校訪問活動

地域通貨の活用による地域活性化活動及び環境意識の啓
蒙

スポーツを通じた障碍者の健康増進、仲間づくり活動

子どもたちへの、いじめの克服と生きる勇気を与えるた
めの朗読講演活動

H21

家庭や地域を守る女性を対象にした防災知識や技能の普
及
子育てに悩む母親と子ども達へのおはなし会・読み聞か
せ活動
知的障害者、発達障害児・者、小・中学生への生活・学
習支援
スポーツを楽しむことを通して社会問題の解決につなげる、ス
ポーツイベント開催活動

知的障害者のバスケットボール支援活動

H22

障害者の就労の場を確保するための福祉製品販売店「手作り品
の店　朋(とも)」の運営

子どもたちへ水俣を伝え、学ぶ場の提供

地域に残る戦争遺跡の見学により戦争と平和について考
えてもらう活動

紙芝居文化の普及推進活動

「食物アレルギーサインプレート」の普及活動

看護師等による被災地支援活動

H23

点字付き絵本の作成及び図書館運営活動

視覚障害者の映画鑑賞支援活動

在日ブラジル人の支援・交流活動

リサイクルステーション運営活動による就労の場の提供

伝統文化としての紙芝居の保存・発展と子どもの健全育成

H25
障害がある学生のための情報提供・相談事業

子育て支援のためのHP運営

外国籍住民のための日本語教室や多文化交流会の運営

ドリームハイツでの地域の交流サロン・介護予防活動

H24

イランの障害者へ車椅子などの福祉機器を送る支援活動
と交流活動

知的障害の理解促進のための啓発活動

CPサッカー（脳性まひ者７人制サッカー）の普及活動と
指導

地域コミュニケーション紙発行を中心にしたまちづくり活動
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協働事業負担金─子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業─
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子どもセンターてんぽのパンフレット

協働事業負担金─子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業─
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区  分 子どもセンターてんぽ 県（女性相談所・子ども家庭課（児童相談所））

シ 

ェ 

ル 

タ 

 

運 

営 

事 

業 

 

 

 

 

相談・一時

保護等 

ケース 

への支援 

 

必要に応じて、一時保護委託または女性相談

を申し込む。 

（相談所）必要に応じてケースとして扱い、助言､ケース

カンファレンスその他の支援を行う｡ （家庭課）一時保

護委託をした児童について支援を行う。その他、てんぽが

行うケース支援について必要に応じて助言等を行う。 

スタッフ

養成 
自らスタッフ養成を行う。 てんぽスタッフの見学、研修に協力する。 

退所先の

確保 

 

退所後の行き先確保に努める。  

（相談所）相談所及び女性のシェルター利用についての相

談にのる。（家庭課）18歳、19歳の自立援助ホーム利用に

ついての相談に応じる。 

退所後の

フォロー 

退所後の子どもへの支援について関係機関

に協力を依頼する。 
必要に応じて､退所後の子どもへの支援に協力する。 

関係機関

への周知、

スキル
アップ
 

 

研 修 

 

県が行う関係窓口職員研修等の企画実施に

協力する。 

（相談所）女性相談員､女性シェルター職員等に､てんぽの

活動内容を伝える研修等を行う（家庭課）児童相談所職員、

民生･児童委員、施設職員､里親等に､てんぽの活勤内容を

伝える研修等を行う。 

電 

話 

相 

談 

事 

業 

 

実施段階 

電話相談

員養成 

継続の電話相談員 2 名に加えて,新たに専任

電話相談員1名を養成する。 
電話相談員の見学､研修に協力する。 

相談事業

の実施 

週３日(月、水､金)13:00-17:00電話相談事業

（可能であれば週５日に拡大する。） 
具体的な相談内容への助言等のバックアップを行う。 

広 報 広 報 
電話相談員の体制充実をはかった上で,学校

や子ども本人への一層の広報に努める。  
チラシ､カ－ﾄﾞ等の配布に協力する。 

 

 

全 

体 

調 整 連絡調整 
  （相談所）事業の役割に応じた調整を行う。（家庭課）連

絡調整窓口を担うほか､事業の役割に応じた調整を行う。

 

広 報 

 

広 報 

関係機関や学校､子ども本人への広報およ

び､活動内容の必要性･重要性を知ってもら

うための一般向け広報を行う。  

 

チラシ配布等で、てんぽの行う広報に協力する。 

調 査 調査研究 
協働して高年齢児童への支援の必要性の調

査･研究､報告書の作成を行う。 

協働して高年齢児童への支援の必要性の調査･研究､報告

書の作成を行う。 

検 証 事業の検証 事業の検証を行う。 事業及び各部署の役割等について検証を行う。 

 

事  業  名： 子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業 

実 施 主 体： 特定非営利活動法人 子どもセンターてんぽ   設立：平成 19年 2月 

         理事長：影山 秀人  担当者：高橋 温   会員数：410人（平成 25年 12月末時点） 

         所在地：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-4-6 新横浜法律事務所内 

         T E L ：045-473-1959    FAX：045-477-5822 

   （E-mailアドレス） info@tempo-kanagawa.org  

 HP　http://www.tempo-kanagawa.org/  

協働の相手方 ： 県民局女性相談所、保健福祉局（現・県民局）子ども家庭課 

実 施 年 度： 平成 20年度～24年度 

総 事 業 費： 84,397,899円（５年間）  うち負担金交付額：50,000,000円（５年間） 

事 業 内 容： 多様な生活課題を持つ、行き場のない 10 代後半の子どもや若者を対象に、安全で安心でき

る一時的な居場所を提供して日常生活支援を行うとともに、専門スタッフによる法的支援や自

立の支援を行う。また、居場所のない子ども達に迅速かつ適切なアドバイスの提供ができるよ

う電話相談を行う。  

事業実施実績 ： 

○ 子どものシェルター運営事業 

  ・10代後半の居場所のない子どものためのシェルターを設置し、自立支援を行う。 

○ 居場所のない子どもの電話相談事業 

  ・迅速かつ適切な援助を受けられるようアドバイスが行えるよう電話相談を実施する。 

【団体と神奈川県との役割分担】 （平成 24年度の協定書から）

【事業の概要】 

－

１９

１２

２５

６０

１８

２０

１０

１０

１８

２０

１０

10

18

20

10

18

協働事業負担金─子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業─

4



 

区  分 子どもセンターてんぽ 県（女性相談所・子ども家庭課（児童相談所））

シ 

ェ 

ル 

タ 

 

運 

営 

事 

業 

 

 

 

 

相談・一時

保護等 

ケース 

への支援 

 

必要に応じて、一時保護委託または女性相談

を申し込む。 

（相談所）必要に応じてケースとして扱い、助言､ケース

カンファレンスその他の支援を行う｡ （家庭課）一時保

護委託をした児童について支援を行う。その他、てんぽが

行うケース支援について必要に応じて助言等を行う。 

スタッフ

養成 
自らスタッフ養成を行う。 てんぽスタッフの見学、研修に協力する。 

退所先の

確保 

 

退所後の行き先確保に努める。  

（相談所）相談所及び女性のシェルター利用についての相

談にのる。（家庭課）18歳、19歳の自立援助ホーム利用に

ついての相談に応じる。 

退所後の

フォロー 

退所後の子どもへの支援について関係機関

に協力を依頼する。 
必要に応じて､退所後の子どもへの支援に協力する。 

関係機関

への周知、

スキル
アップ
 

 

研 修 

 

県が行う関係窓口職員研修等の企画実施に

協力する。 

（相談所）女性相談員､女性シェルター職員等に､てんぽの

活動内容を伝える研修等を行う（家庭課）児童相談所職員、

民生･児童委員、施設職員､里親等に､てんぽの活勤内容を

伝える研修等を行う。 

電 

話 

相 

談 

事 

業 

 

実施段階 

電話相談

員養成 

継続の電話相談員 2 名に加えて,新たに専任

電話相談員1名を養成する。 
電話相談員の見学､研修に協力する。 

相談事業

の実施 

週３日(月、水､金)13:00-17:00電話相談事業

（可能であれば週５日に拡大する。） 
具体的な相談内容への助言等のバックアップを行う。 

広 報 広 報 
電話相談員の体制充実をはかった上で,学校

や子ども本人への一層の広報に努める。  
チラシ､カ－ﾄﾞ等の配布に協力する。 

 

 

全 

体 

調 整 連絡調整 
  （相談所）事業の役割に応じた調整を行う。（家庭課）連

絡調整窓口を担うほか､事業の役割に応じた調整を行う。

 

広 報 

 

広 報 

関係機関や学校､子ども本人への広報およ

び､活動内容の必要性･重要性を知ってもら

うための一般向け広報を行う。  

 

チラシ配布等で、てんぽの行う広報に協力する。 

調 査 調査研究 
協働して高年齢児童への支援の必要性の調

査･研究､報告書の作成を行う。 

協働して高年齢児童への支援の必要性の調査･研究､報告

書の作成を行う。 

検 証 事業の検証 事業の検証を行う。 事業及び各部署の役割等について検証を行う。 

 

事  業  名： 子どものシェルター運営事業、居場所のない子どもの電話相談事業 

実 施 主 体： 特定非営利活動法人 子どもセンターてんぽ   設立：平成 19年 2月 

         理事長：影山 秀人  担当者：高橋 温   会員数：410人（平成 25年 12月末時点） 

         所在地：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-4-6 新横浜法律事務所内 

         T E L ：045-473-1959    FAX：045-477-5822 

   （E-mailアドレス） info@tempo-kanagawa.org  

 HP　http://www.tempo-kanagawa.org/  

協働の相手方 ： 県民局女性相談所、保健福祉局（現・県民局）子ども家庭課 

実 施 年 度： 平成 20年度～24年度 

総 事 業 費： 84,397,899円（５年間）  うち負担金交付額：50,000,000円（５年間） 

事 業 内 容： 多様な生活課題を持つ、行き場のない 10 代後半の子どもや若者を対象に、安全で安心でき

る一時的な居場所を提供して日常生活支援を行うとともに、専門スタッフによる法的支援や自

立の支援を行う。また、居場所のない子ども達に迅速かつ適切なアドバイスの提供ができるよ

う電話相談を行う。  

事業実施実績 ： 

○ 子どものシェルター運営事業 

  ・10代後半の居場所のない子どものためのシェルターを設置し、自立支援を行う。 

○ 居場所のない子どもの電話相談事業 

  ・迅速かつ適切な援助を受けられるようアドバイスが行えるよう電話相談を実施する。 

【団体と神奈川県との役割分担】 （平成 24年度の協定書から）

【事業の概要】 
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 ）課祉福害障・課業事院病（県 ナナ会の友傷外脳

 

・講演、シンポジウムの実施等及び広報誌の配布 

の企画・発行等に関すること 

・ボランティア育成講習会の実施及び個別支援に 

関すること 

 

・講演、シンポジウムの共催 

・講演内容（開催地）の検討、会場確保、広報、 

職員派遣 

・広報誌等を関係機関に発送 

・ボランティア育成講習会の広報及び個別支援に 

関する情報提供に関すること 

      

事  業  名 ：高次脳機能障害ピアサポートセンター運営等支援事業    

実 施 主 体 ：特定非営利活動法人 脳外傷友の会ナナ   設立：平成 9年 10月  

理事長：大塚 由美子 担当：本間 真司  会員数：260名（平成 25年 10月時点）

  

所在地：〒243-0035厚木市愛甲 1-18-14柏柳ビル１階  

高次脳機能障害ピアサポートセンター「スペースナナ」  

      TEL：046-290-0221    FAX：046-250-6622    

              （ E-mailアドレス） qqnu7h7d@snow.ocn.ne.jp  

               HP   http://www13.plala.or.jp/nana516/   

協働の相手方 ：保健福祉局 病院事業課 及び 障害福祉課     

実 施 年 度：平成 20年度～24年度      

総 事 業 費：22,422,734円（５年間）  うち負担金交付額：18,720,000円（５年間） 

事 業 内 容： 高次脳機能障害者に対して、日中の活動の場を提供して将来の社会参加へとつなげ 

るため、認知リハビリを実施する。また、この障害が社会的な理解を得られるよう普 

及啓発活動を行うとともに、ボランティアの育成を図る。   

事業実施実績 ：      

○ 普及啓発事業      

 ・普及啓発のため年間 3回講演＆シンポジウムを開催する。     

 ・スペースナナ通信（広報誌）を発行する。      

○ ボランティア育成支援及び個別支援事業      

 ・年 2回ボランティア育成講習会を行う。      

 ・スペースナナにて高次脳機能障害者への個別支援を行う。   

【団体と神奈川県との役割分担】（平成 24年度の協定書から）

【事業の概要】 
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